
 

市川市スポーツ競技大会出場賞賜金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、国又は千葉県等を代表して国際規模又は全国規模のスポ

ーツの公式競技大会（以下「国際大会等」という。）に出場した選手の栄光を

讃えるとともに、選手の更なる飛躍への期待を込めて、当該選手に対し、予算

の範囲内において、スポーツ競技大会出場賞賜金（以下「賞賜金」という。）

を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 賞賜金の交付の対象者（以下「交付対象者」という。）は、次に掲げる

要件を満たす選手とする。 

⑴ 市内に住所を有し、通学し、若しくは通勤する選手 

⑵ 国又は千葉県等の代表として、国際大会等に出場した選手（国際大会等へ

の出場に当たり、地方予選若しくは選考会（以下「地方予選等」という。）

を経た選手又は各種競技に係る全国的な組織若しくは千葉県の全域的な組

織である協会、連盟等（以下「協会等」という。）による厳正な選考により

推薦された選手に限る。） 

⑶ その他、市長が特に交付に値すると認めた選手 

（適用除外） 

第３条 前条の規定にかかわらず、賞賜金は、次の各号のいずれかに該当する場

合は交付しない。 

⑴ プロ契約をしている選手である場合。 

⑵ 日本スポーツ協会加盟団体の競技ではない場合。ただし、国際オリンピッ

ク委員会が開催したオリンピック、国際パラリンピック委員会が開催したパ

ラリンピックに採用された競技は除外しない。 

⑶ 出場することで賞金を獲得する可能性のある大会の場合。（賞金獲得の有 

無は問わない。） 

⑷ 同一大会において、既に市川市スポーツ競技大会出場賞賜金の交付を受け

ている場合。 

（交付額） 

第４条 賞賜金の交付額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

⑴ 国際大会に出場した場合 １人当たり３万円 

⑵ 全国大会に出場した場合 １人当たり１万円 

（交付の申請等） 

第５条 賞賜金の交付を受けようとする選手（以下「申請者」という。）は、市



 

川市スポーツ競技大会出場賞賜金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

⑴ 第２条第１項第１号に該当する選手であることを証する書類 

⑵ 出場大会要項及び出場大会の結果の写し 

⑶ 地方予選等の大会要項及び結果の写し又は協会等により推薦されたこと

を証する書類 

⑷ 振込先口座の写し（金融機関名、支店名、口座種別（普通・当座）、口座

番号、口座名義人（カナ）を確認することができるもの） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、次のいずれかに該当するものが行うものとする。 

(1) 選手本人 

(2) その他市長が適当と認めるもの 

３ 第１項の規定による申請は、国際大会等の開催期間の最終日の翌日から起

算して９０日を経過する日までに行わなければならない。ただし、やむを得な

い事情が認められるときはその限りでない。 

４ 第１項の規定による申請は、一の年度につき大会種別問わず１回のみ行う

ことができる。 

（交付の決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査

の上、賞賜金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の審査にあたり必要と認めるときは、前条第１項の規定による

申請に係る関係書類の提出を申請者に求めることができる。 

３ 市長は、第１項の規定により賞賜金を交付する旨の決定をしたときは、申請

者が指定する金融機関の口座（原則申請者名義の口座とする）に賞賜金を振り

込むものとする。また、このことをもって決定の通知に代えるものとする。 

４ 市長は、第１項の規定により賞賜金を交付しない旨の決定をしたときは、市

川市スポーツ競技大会出場賞賜金不交付決定通知書（様式２号）により申請者

に通知するものとする。 

５ 第３項の規定にかかわらず、市長は、選手が市に表敬訪問を行う場合にあっ

ては、賞賜金を申請者の指定する金融機関の口座への振込みに代えて、現金に

より交付することができる。 

（不当利得の返還） 

第７条 市長は、賞賜金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しないこ

とが判明した選手又は偽りその他不正の手段により賞賜金の交付を受けた選

手に対し、交付した賞賜金の全部の返還を求めるものとする。 

２ 前項の規定による返還請求は、市川市スポーツ競技大会出場賞賜金返還請



 

求書（様式第３号）により行うものとする。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第８条 賞賜金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

（補則） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要領は、令和７年５月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５条第３項の規定は、令和７年４月１日以後に交付するスポー

ツ競技大会出場賞賜金について適用し、同日前に交付するスポーツ競技大会

出場賞賜金については、なお従前の例による。 


